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関市公共交通活性化協議会 
 

○日時 

 平成21年11月９日（月曜日） 午後２時00分 開議 

               午後４時15分 閉議 

 

○場所 

 関市役所 大会議室 
 
○出席委員 

   区 分     氏 名       所 属 及 び 職 名 

 学識経験者    竹内伝史   岐阜大学地域科学部教授 

          伊豆原浩二  名古屋産業大学環境情報ビジネス学部教授 

 事業者代表    冨田尚之   岐阜乗合自動車㈱取締役交通政策室長 

          山田善章   ㈱ドライビングサービス業務部長 

          三輪雅之   関タクシー株式会社代表取締役社長 

          武藤好忠   長良川鉄道株式会社専務取締役 

 市民・利用者代表 山中一義   関市自治会連合会会長 

          森島力雄   関市社会福祉協議会会長 

          石井和典   関市老人クラブ連合会会長 

          坂井勇平   関商工会議所副会頭 

          久保俊子   関市女性連絡協議会副会長 

 運輸局      福田泰尚   中部運輸局 岐阜運輸支局 首席運輸企画専門官 

 運転手組合代表  中島喜久夫  岐阜乗合自動車労働組合 執行委員長 

 岐阜県公共交通課 上谷直美   岐阜県都市建築部公共交通課長 

 道路管理者    安田寿之   美濃土木事務所道路維持課長 

 関警察署     加納正男   関警察署交通課長 

 関 市      道家年郎   関市副市長（会長） 

          青山雅紀   関市市長公室長 （幹事長） 

          小沢 中   関市建設部長 
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午後２時00分 開会 

○事務局（服部企画政策課長） 

  皆さん、こんにちは。 

  会議に入ります前に、配付資料の確認をさ

せていただきたいと思います。 

  お手元にいくつかの資料が配付してあると

思いますが、議案書、そして、その議案書の

最後に交付決定書の写しを添付しております。 

  そして、実証運行に関する資料として、Ａ

３サイズ横長の「関市地域公共交通総合連携

計画事業評価」という名の中段に○印で「関

市地域公共交通総合連携計画の概要」、「バ

ス路線再編後の利用状況」と記載してある資

料、Ａ４サイズの「マーゴ・向山線（デマン

ド）運行開始のお知らせ」と記載してある４

枚物の資料、関シティバスの時刻表、最後に、

事業評価計画書の案として、先ほどと同じよ

うなＡ３サイズ横長の「関市地域公共交通総

合連携計画事業評価」という名の中段に○印

で「バス路線の評価方法の検討」と記載して

ある資料でございます。 

  以上が配付させていただいておりますので、

ご確認願いたいと思います。不足している資

料がございましたら、申し出ていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、次第に沿いまして進めさせてい

ただきたいと思います。 

  まず、道家会長から挨拶を申し上げます。 

本日はご多忙の折、活性化協議会ならびに公共

交通会議に出席いただきましてありがとうご

ざいます。前任の森副市長に変わりまして、

４月より会長を務めさせていただきます道家

でございます。よろしくお願いいたします。 

○会長（道家副市長） 

  皆さん、こんにちは。 

  本日は、お忙しい中、お集まりいただきま

して誠にありがとうございます。 

  公共交通につきましては、皆さまご存じの

ように、関市民が最も関心が高く、ニーズが

高い事業でありまして、市内外からの重要な

方々による会議でございますので、効果的な

会議となるようご協力をお願いいたします。 

  昨年度には地域公共交通連携計画を策定し

ていただいたわけですが、この計画の認定を

受けて、後ほど報告させていただきますが、

順次、路線を変更して進めております。 

  ４月からは、地域間基幹幹線の交通、そし

て、10月からは旧関市地区の実証運行という

ことですすめさせていただき、市民のみなさ

んから数多くのご意見をいただいているとい

う状況であります。 

  この計画は平成23年度までの３年間の実証

運行となっておりますので、市民の皆様のご

意見を伺いながら、適宜修正をしてよりよい

形で進めていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  議案にありますように、評価検証業務とい

うことで、地域の公共交通の在り方について、

よりよいものが追及できるのではないかと考

えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  そして、活性化協議会の本来の対応ではな

いですが、関市の公共交通拠点の在り方につ

いて、以前にご意見をお伺いしたことがあり

ましたが、若干の途中経過を報告させていた

だきたいと思います。 

  長良川鉄道関駅前の公共交通拠点に加えま

して、市役所と中濃厚生病院との間の農地も

重要な場所であることから、交通拠点につき

ましては、２カ所とも拠点として進めていく

考えであります。９月の議会においては、市

役所と中濃厚生病院との間の農地の計画につ

いて、市長から方針を打ち出したところであ

ります。これにつきましては、まだ計画段階

でありますので、市民の皆様のご意見を聞き

ながら内容を固めていきたいと考えておりま

す。 

  以上が中間報告となりますが、冒頭に申し

上げましたが、公共交通事業は、市民の関心、

ニーズが非常に高いものでありますので、ソ
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フト事業である路線体系に加えて、公共交通

拠点についても考えていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  本日、路線についてご協議いただくわけで

すが、皆様からご意見をいただきながらより

よいものとしていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○事務局（服部企画政策課長） 

  続きまして、３番の報告事項に入ります。 

  ここからは、規約の第７条第１項に基づき

まして、道家会長が議長を行うこととなりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○会長（道家副市長） 

  それでは、議長を務めさせていただきます。 

  次第にしたがいまして進めさせていただき

ます。 

  ３の報告事項、報告第１号、平成21年度地

域公共交通活性化・再生総合事業補助金交付

決定について、事務局から説明をお願いしま

す。 

○事務局（篠田賢人） 

  それでは、報告第１号について、報告させ

ていただきます。 

  お手元の議案書の２ページになりますが、

平成21年度地域公共交通活性化・再生総合事

業補助金についての交付決定を受けたことの

報告でございます。 

  議案書の最後のページに写しを添付させて

いただいております。 

  前回の活性化協議会においてご審議を賜っ

た時は、申請をした後の内示の段階でありま

して、確定したものではありませんでしたの

で、ここで改めてご報告させていただくもの

でございます。 

  金額につきましては、42,647,000円という

ことで、前回の活性化協議会でご審議賜った

予算案の金額と同額でございまして、当協議

会の予算に変動はございませんが、この金額

で交付決定をいただきましたので、ご承知お

き願いたいと思います。 

○会長（道家副市長） 

  ご苦労さまでした。 

  中部運輸局の福田様、日頃お世話になって

おります。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

  以上、補助金の交付決定ということでよろ

しくお願いいたします。 

  次に、報告第２号、実証運行の状況につい

て、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（篠田賢人） 

  続きまして、報告第２号の実証運行の状況

について報告させていただきます。 

  資料といたしましては、関市地域公共交通

総合連携計画の概要及びバス路線再編後の利

用状況というものと、関シティバスの時刻表、

デマンド運行開始のお知らせが報告事項とな

ります。 

  まず、本年４月より開始しました連携計画

に基づきます実証運行について、これまでの

利用状況等の基本方針としましては、「行き

かい、ふれあい、つながりの生まれる公共交

通ネットワークを構築」するために、６つの

基本方針を設定して取り組んでおります。理

想的な公共交通を目指すということで、実証

運行を開始しております。 

  ４月から開始しておりますのは、地域間で

あって、合併した旧町村間を繋ぐ幹線交通と

しての東西ウイングの実証運行でございます。

お手元の資料の３ページに関市の地図に路線

が掲載されておりますが、左側が再編前で右

側が再編後となり、対比できるように記載さ

せております。関市の両ウイングを結ぶ部分

の実証運行が、この４月より行ってきており

ます。 

  資料の５ページですが、これは実証運行の

利用状況等の概要を示させていただいており

ます。まず、西ウイングであります洞戸、板

取、武芸川地域への地域間を結ぶ幹線交通に

ついての利用状況等を報告いたします。 

  西ウイングの改正点といたしましては、以
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前は、高野線、わかくさ号という各地域を隈

なく回っていた２路線を統合して、山県高校

を経由するルートと従来からの寺尾の峠を越

えるルートの２系統で再編しております。運

行本数については、再編前の２路線合わせた

５往復から7.5往復と増便いたしまして、利

便性を図り実証運行を開始しております。旧

来は、板取の門原地区から関まで、運行距離

で言いますと72kmと鉄道で結んでいるような

距離をバス路線で運行しておりましたが、幹

線交通としては、洞戸栗原車庫までの約35km

の運行距離の路線といたしまして、効率的に

運行させようと思い実証運行しております。

そして、この先の栗原車庫から板取地域にお

きましては、スクールバスや福祉バスが行き

かい、同じ路線を運行しているものがあるた

め、市の無料バスに代替して運行しており、

これらと連絡できるように再編しております。

利用者数においては、５ページの右側になり

ますが、棒グラフで月平均の使用者数が表し

てあります。現在のところ利用者数について

は、再編前と比較して現在のところ大差はな

い状況であります。１便あたりと車両走行キ

ロあたりの利用者数では、微増となっており、

今のところ大きな変化は表れていない状況で

あります。 

  次のページになりまして、東ウイングであ

ります上之保、武儀地域への地域間を結ぶ幹

線交通についてでございます。 

  東ウイングは、関上之保線、旧岐阜上之保

線で、国県補助金をいただいていたものであ

ります。 

  こちらは、長良川鉄道関駅西口を経由する

ルートにして、栄町１丁目、せき東山等の岐

阜関線、岐阜方面への幹線交通との総合乗り

入れの利便を図ったものであります。こちら

を経由する関係で、いままではせき東山で乗

継をしておりましたが、乗継を解消いたしま

して中濃厚生病院まで直接乗り入れることが

可能となっております。 

  サービスレベルにつきましては、平日10.5

往復と概ね変更はございませんが、土日の利

用者数が著しく少なかったことから、４往復

に減便しております。 

  再編後の利用者数につきましては、増加し

ております。右側のグラフにも表れていると

思いますが、こちらについては、昨年10月か

ら少しずつ改正をしており、昨年10月からの

１年間の統計で申し上げますと前年度対比で、

18,000人増となっております。 

  上之保、武儀地域の方については、通学や

生活圏等がこちらの関地域に向いていること

がバスの利用者数においても表れており、バ

ス運転手のヒアリングからも、バスの利用者

が非常に増えてきている、という声をいただ

いております。 

  次の７ページでございますが、これはバス

の停留所別に１日平均の乗降人員を記載して

おります。 

  乗降人員の数が、色と円の大きさによって

分かりやすく表してありますが、左側の美谷

学園前というバス停留所については、美谷学

園への通所によって乗降人員が多くなってお

り、また、この寺尾地区については、武芸川

中学校へのバス通学利用者もいるため、他と

比べて著しく円が大きくなっております。 

  次に大きくなっているのが武芸川温泉とい

うバス停留所でありますが、ここは、武芸川

中学校の生徒が乗り降りするところでありま

して、乗降人員が大きくなっている停留所で

ございます。 

  関地域におきましては、広見唐橋、広見北

山という停留所がありますが、ここは、瀬尻

小学校へのバス通学される児童の利用者がお

りまして、瀬尻小学校前停留所までの利用で

あって、バス通学者の利用によって乗降人員

数が大きくなっております。 

  関地域においては、他の路線に乗継をする

ための栄町１丁目、福祉施設でありますわか

くさ・プラザ、中濃厚生病院等の乗降人員数
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が大きくなっております。関高校前につきま

しては、武芸川地区からのバス通学にも利用

されていると聞いております。 

  ７ページの右側については、関上之保線の

乗降人員を表しております。 

  せき東山停留所の乗降人員が圧倒的に多く

なっておりますが、上之保、武儀地区の学生

が関高校や関商工への通学に利用しており、

ここで降りて自転車で通学している学生が非

常に多くなっております。一般の利用者にお

いても、ここで岐阜方面への幹線交通に乗継

もできますし、名古屋方面への高速バスに乗

継ができますので、これらの要因によって乗

降人員が多くなっております。栄町１丁目に

ついても、同様の理由が考えられます。 

  再編によりまして、中濃厚生病院、わかく

さプラザを経由することになったことから、

これらのバス停留所の乗降人員も多くなって

おります。 

  武儀、上之保地域においては、武儀事務所

前停留所の乗降人員数が多くなっております

が、こちらは西ウイングと異なりまして、地

域性が特殊で洞々が深く、幹線まで出てくる

のに距離があります。現在、地域内を運行し

ているバスがあるため、それとの乗継をする

ため、武儀事務所において幹線バスと連絡を

しております。 

  次に、一柳停留所でも乗降人員数が多くな

っておりますが、この一柳の集落は、他の集

落と比べて人口が多いということではなく、

高校生がこの停留所から通学しており、この

路線においては、料金がこのバス停を基準に

差が生じるため、上之保地区の学生は、この

停留所まで親の車で来て、その後にバス通学

しているため、乗降人員数が多くなっており

ます。 

  上之保地域においては、川合車庫、上之保

川合の人数が多くなっておりますが、これは、

先ほど同様の地域内運行バスと幹線バスとの

連絡場所になっているため、乗降人員数が多

くなっております。 

  以上が、４月から実証運行しております地

域間の幹線交通の利用者の状況でございます。 

  西ウイングについては、あまり変化は見ら

れませんが、東ウイングについては、着実に

利用者が増加している状況でございます。 

  次に、お手元に配付させていただきました

関シティバス利用者集計表についてでござい

ますが、これにつきましては、今年10月から

実証運行しております関地域内の利用状況で

ございます。まだ、運行を開始して１カ月で

ございますので、データ分析をできる状況で

はございませんが、１カ月分のデータを記載

しております。 

  下から数えての４路線につきましては、デ

マンド路線の運行を行っているものでござい

ます。 

  それより上の、最上段から洞戸・関線まで

の路線につきましては、定時定路線でいわゆ

る路線バスの形で運行しております。 

  特に、デマンド路線のマーゴ・向山線につ

きましては、利用人数が600人となっており、

総便数が124のうち、98回の予約があったと

いう状況であります。 

  全体を見まして、栄町１丁目、せき東山、

中濃厚生病院、わかくさ・プラザといった施

設へのバス利用者が多く、また、幹線バスへ

の乗継による利用が多くなっていると考えて

おります。 

  最後の９ページですが、実証運行開始後の

利用者の反応についてでございます。箇条書

きでございますが、市役所まで寄せられた市

民からの声を記載いたしました。 

  同じような意見が多くありましたが、わか

くさ・プラザ、中濃厚生病院、乗継ポイント

である栄町１丁目などに地域から入る場合、

乗継が必要となるため、乗継を解消できない

ものかという意見が複数ございました。 

  ９月までは福祉施策による運賃の無料制度

を行っていたが、これを廃止し有料としたこ
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とによって、高齢者の利用に対する優遇措置

を検討してほしいといった要望も多くいただ

きました。 

  そして、岐阜バス路線と並行している路線、

いわゆる競合している路線と言われている路

線を少なくしたわけですが、路線変更した趣

旨は分かるがこれによって停留所までの距離

が遠くなって利用するのが大変になったとい

う声や、岐阜バス路線との運賃体系について

何か改良の余地はないのか、などのご意見を

いただいております。 

  小さいバスで運行しており、幹線ではない

道路で運行しておりますが、通勤時において

裏道として利用している道路も路線として利

用しているため、自治会から危険であるから

将来的に停留所が設置できないのなら経路変

更ができないものかというご意見もいただき

ました。 

  乗継はやむを得ないが、目的地へ行くのに

乗継する方と乗継しない方とでは、料金に差

が生じるため、同じ料金設定にすることがで

きないものかという意見もございました。 

  岐阜バスに乗り継ぐ場合、合計で乗継が２

回になるため、関地域においては耐えられな

く、主要施設と岐阜バス乗継ポイントまでは、

乗継なしにできないものかというものでござ

います。 

  良い方の意見といたしましては、バスの本

数が増えてありがたい、今まで行くことがで

きなかったショッピングセンターに行くこと

ができるようになり、便利になってありがた

いといった声もありました。 

  今回新たに、予約乗合であるデマンド方法

といった新しい方法を取り入れて実証運行し

ている地域もございますが、この件について

は、後ほど事業者からもご意見を賜りたいと

思いますが、電話が大変不便なので従来の定

時路線にしてほしいという声もございました。 

  これは、事業者からの伺ったことですが、

毎日予約があるのに１日だけしか乗車がない

状況もございまして、システムの浸透には時

間が必要だろうというご意見もいただきまし

た。 

  デマンド運行のお知らせについては、配付

しておりますデマンド運行開始のお知らせを

該当地区の全戸に配付するとともに、敬老会

に出向いて利用者が多い年齢層に対して説明

も行っております。しかし、今までのように

停留所に行くという概念を覆すことができず、

電話することが非常に面倒だというご意見を

いただいております。利用する側にとっては、

大変便利だよという意見もいただいておりま

す。 

  本日出席していただいております、老人ク

ラブ連合会の石井さんにもお諮りいたしまし

て、老人クラブの支部単位でバス交通に対す

る意見募集を行っております。現在、アンケ

ートを行っておるところですが、老人クラブ

の支部単位でのアンケート回収が徐々にでき

つつある状況で、こういったことも今後のマ

イナーチェンジ等に反映させていきたいと考

えております。 

  以上、まだ半年であったり、１カ月であっ

たりと非常に少ないデータでありますが、実

証運行の報告とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○会長（道家副市長） 

  ご苦労さまでした。 

  実証運行の報告について、ご質問、ご意見

のある場合は、お伺いしたいと思います。 

  先ほどの話にもございましたが、事業者の

岐阜バス、デマンドのドライビングサービス

の代表者にも本日出席していただいておりま

すので、利用者からのご意見等伺っているも

のがあれば、発表していただきたいと思いま

す。 

○委員（冨田 岐阜乗合自動車㈱代表） 

  岐阜バスでございますが、大変お世話にな

っております。 

  ４月と10月からの路線改変につきまして、
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私どもが担当しておる部分についてですが、

お客様からは、大変便利になったという声と

変更となった地域については、不便になった

という声が出ております。乗務員からの聞き

取り調査でありまして、直接伺っている訳で

はないですが、概ね便利になったという声を

聞いていると乗務員から報告をいただいてお

ります。10月分の１カ月分でございますが、

回数券を取扱った数については、1,251冊を

買い求めていただいておりまして、金額しま

すと104万円程度の売上げがございました。

大変好評で、市民の方に受入れられているの

ではないかと考えております。 

  運行につきましては、今のところ問題点は

出ていないように思いますので、引き続きご

利用いただけるよう、事故のないようにしっ

かりやっていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○会長（道家副市長） 

  ㈱ドライビングサービスさん、よろしくお

願いいたします。 

○委員（山田 ドライビングサービス代表） 

  いつもお世話になっております。㈱ドライ

ビングサービスでございます。 

  私どもは、以前は巡回バスの運行をやって

おりましたけれども、今回のデマンド運行は

初めてでございまして、乗務員の方も大変苦

慮している状況でございます。 

  先ほどの話にもございましたけれども、お

客様からの要望が非常に強いのが、田原地区、

迫間地区の方がわかくさ・プラザ、市役所、

中濃厚生病院に行きたいというものです。中

間のバス停留所はなしでもいいから、直接行

きたいというご意見をいただいております。 

  また、田原線では、まだ利用者は少ないで

すが、最終便の時刻が早くて帰ることででき

ず利用できないなどといったご意見をいただ

いております。 

  利用者のご意見の中で一番多いものは、予

約状況の勘違いによるもので、最初のバス停

の発車時刻の１時間前までに予約をお願いし

ておるものが、利用者が利用するバス停の発

車時刻の１時間前に予約の連絡が来るといっ

たことが、皆さまの理解となっております。

連絡が入った時にその話をいたしますと、利

用者からは、私たちが乗る１時間前でしょう

と非常に強い口調でお叱りの意見をいただい

ております。また、予約をされてから乗られ

るまでに時間が空きますので、予約した時間

を忘れてしまわれることが非常に多くござい

ます。１日に３本、４本のご連絡をいただい

ております。また、少し前のことですが、こ

ういった連絡をいただきまして、その時刻に

行ったのですが、そのバス停には誰もいなか

ったという状況もございました。以上が、悪

い場合の状況となります。 

  良い場合については、１人の予約が入って

おりまして、運行しましたが、そのバス停に

おいてその方だけではなく、２、３名の方が

乗車された場合もありました。私どもといた

しましては、乗られる方が多くなるわけです

から、連絡がなくてもバス停にお見えになれ

ば乗車していただこうと思い、皆さまからお

名前を伺いながら、実際に乗車された方の確

認をしております。 

  我々が注意すべきところは、バス停の場所

を間違えて聞かないように再度確認するなど、

デマンド運行というものは、事業者、利用者

の両者が理解をしないといけない、ご利用し

ていただくことができないという状況が発生

いたします。 

  私どもも一生懸命頑張っておりますので、

市役所の方にこういった苦情がありましたら、

ご理解をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上が、現状報告となります。 

○会長（道家副市長） 

  ありがとうございました。 

  電話による予約によって運行するといった

新しいシステムですので、よろしくお願いい
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たします。 

  今、事業者からもご発言をいただきました

が、これらの現況等にご意見、ご質問がござ

いましたら、お願いいたします。 

○委員（伊豆原名古屋大学教授） 

  先ほどの岐阜バス、ドライビングサービス

さんからのご意見については、ごもっともだ

と思いますし、徐々に利用者のご理解も得ら

れると思います。 

  私が少し気になったことをお話いたします

と、先ほどの説明の中に、岐阜バスとの競合

についての話がございましたが、本数が少な

い中での競合について、岐阜バスさんにも伺

いたいと思いますが、洞戸、板取方面につい

ての利用者の増加が見られない点についてで

ございます。 

  基本的に運行本数が少なかった段階で、競

合路線を分けたことによって、以前は行きが

コミバスで帰りが岐阜バスといった補完関係

があったかと思いますが、今回の変更の前後

では、利用者数の変化はあったのか、どうな

ったのか伺いたいと思います。 

○委員（冨田 岐阜乗合自動車㈱） 

  私どもの路線である板取方面、上之保方面

については、もともと利用者数が大変少なか

った路線で、国や県からの補助金でもって運

行していたものでございます。 

  バス利用者数は、年々減少してきているの

が現状ですので、どの程度シティバスの影響

を受け、路線バスがどの程度シティバスに影

響を及ぼしているかなどは、検証が難しいと

思います。 

  事業者の感覚といたしましたは、重複して

お客様がどちらでも選択できるというエリア

については、競合より共存という言葉の方が

いいのではないかと思います。 

  お客様にとって選択肢が増えていることに

ついては、バス事業にとっては有効なことで

あると考えております。 

○会長（道家副市長） 

  先ほど、事務局からの説明にもありました

が、老人クラブ連合会の石井様、現在行って

いるアンケート調査について、何かありまし

たらお願いいたします。 

○委員（石井老人クラブ連合会会長） 

  老人クラブの支部単位で調査を行い、意見

を伺っている段階で、11月末が期限となって

おります。集計結果については、出ておりま

せんので、よろしくお願いします。 

○会長（道家副市長） 

  結果が出ましたら、ご報告をお願いいたし

ます。 

  その他に何かございませんか。 

○委員（竹内岐阜大学教授） 

  詳細な説明をいただきたい点があります。 

  利用者の反応として挙げられております、

わかくさ・プラザ、中濃厚生病院、栄町１丁

目までは乗継なしで行きたいという意見を私

は重視しておりまして、できる限り希望者ど

おりにすることがよいと考えております 

  この意見は、デマンド運行地区だけなのか、

それともその他の路線においても出ているの

か、もう少し詳しくお伺いしたいと思います。 

○事務局（篠田賢人） 

  関シティバス時刻表の裏面をご覧いただき

たいと思います。関シティバスの路線図を記

載しておりますが、こういったご意見の多く

は、地図で言いますとＤ２、Ｄ３、Ｄ４のデ

マンド路線の利用者からであります。 

  この地区の利用者につきまして、以前のコ

ミュニティバスにおける乗降調査においては、

中濃厚生病院、わかくさ・プラザへの利用形

態が多くありまして、以前は１日２本であっ

たものを、このたびの実証運行によって本数

を増やすためにデマンド運行に変更いたしま

した。しかし、これらの地区の方の利用形態

は、中濃厚生病院やわかくさ・プラザ等だけ

でなく、以前の路線がせき東山、栄町１丁目

を経由していたため、名古屋方面への高速バ

スや岐阜方面への岐阜関線に乗り継いでいた
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方も数々おみえになることが分かりました。

この利用者たちは、今回の改正でどのように

なったかと申しますと、関中央病院でも他の

路線に乗り継ぎ、せき東山あるいは栄町１丁

目においても、高速バスや岐阜関線の幹線バ

スに乗り継ぐといった形になりました。Ｄ２、

Ｄ３、Ｄ４の路線使用者については、高速バ

スや岐阜バスを利用する場合、２回の乗継が

必要になる状況となっております。乗降調査

をしていたときには、こういった方々をつか

むことができず、実証運行を行った以後にこ

のようなご意見を多くいただきました。これ

らの地区は、関地域の南部地区で名古屋方面、

岐阜方面との交流が多い方が居住していると

考えます。名古屋、岐阜方面の幹線交通に乗

るのに、同じ関市内で２回の乗継は大変不便

であるとご意見をいただいております。 

  このあたりは、改正すべき点と考えており

ます。 

○委員（竹内岐阜大学教授） 

  マーゴ・小金田線、マーゴ・千疋線につい

ては、同じ様な声は上がっていませんか。 

○事務局（篠田賢人） 

  マーゴ・千疋線の千疋地区については、岐

阜バス路線で千疋大平台タウン線があるため、

この路線にて岐阜方面へ移動されていると思

いますし、マーゴ・小金田線については、こ

の地区の岐阜関線があるため、両線とも乗継

に関する苦情はいただいておりません。 

○委員（竹内岐阜大学教授） 

  詳しく説明していただきありがとうござい

ます。 

  しかし、デマンド路線におけるこういった

不便さが出ることは問題であると思います。

今後、路線が栄町１丁目またはせき東山まで

延長することを検討すべきであり、今使用し

ている車両についても合理的であるのかどう

かも検討すべきであります。現在の体系で乗

継をさせることによって不満がでてきて、新

しい施策を行ったときに矛盾点ばかりが目立

ってくるため、実証運行というものは手直し

して行っていくことに良さがあるわけですか

ら、改善の検討をすべきと考えます。 

  私は、この原因としては、乗継拠点の配置

が多すぎることが挙げられると思います。現

在６カ所ありますが、岐阜市でも８カ所程度

で考えられておるため、関市では数が多すぎ

るで、拠点の数を少なくすべきと考えます。 

  東ウイング、西ウイングについてですが、

以前として長距離を運行しており、乗降の分

布を見ておりますと、関地域内と同様に乗継

拠点を設置して、その先はデマンドサービス

や小型車両によるサービスに切り替えてもよ

いのではと思います。 

  特に先ほどの話にもありましたが、料金の

差によってそのバス停まで親が送迎するなど

という一柳バス停については、こういった現

象が起きてくること自体が、その先まで幹線

バスを運行する必要がないこと、運行するこ

とと利用実態と合っていないことを示してい

ると思います。 

  西ウイング、東ウイングともに長距離運行

しているわけですから、これらの合理化を図

るべきと考えますが、岐阜バスさんはどのよ

うに考えていますか。 

○委員（冨田 岐阜乗合自動車㈱代表） 

  利用実態を見ておりますと、必要ないと感

じる区間もあります。乗り換え増やすことに

よって問題も生じると思います。その他には、

運賃体系の見直しも手段の一つであると思い

ます。もともと利用者が少ない路線を運行し

ているわけですから、それを中止することは

難しいと考えます。 

  運行実態に即して判断をするならば、合理

化を図ることは必要であると思います。 

○会長（道家副市長） 

  利用者の反応については、原因を分析し、

修正等を加え、行って行きたいと思います。 

○事務局（篠田賢人） 

  委員の皆様からいただいたご意見を本年度
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の事後評価に含めまして、来年度行う実証運

行に反映していきたいと思います。バス事業

者や関係機関と協議しながら、マイナーチェ

ンジを少しずつ図っていきたいと思います。 

  西ウイングの洞戸・板取方面については、

今回のルート改正が、山県市を経由しており

ます。山県市の担当者とは、岐阜方面への運

行については協力して一緒に考えて行きまし

ょうという話をしております。両市のバス運

行がうまくいくように話し合いをし始めたる

状況でございます。皆様からいただいたご意

見を参考にし、実現できるように取り組んで

いくますので、よろしくお願いいたします。 

○会長（道家副市長） 

  坂井委員、どうですか。 

○委員（坂井商工会議所副会頭） 

  現在のシティバスが空気だけを乗せて、二

酸化炭素である排気ガスを出して走っている

だけという市民の意見もあります。 

  このバスが本当に必要なのかどうかをみん

なで検討していく必要があると思います。ま

た、タクシー会社、岐阜バス、高齢者への補

助等も視野に入れて、検討していく時期であ

ると思います。今後、少子高齢化が進み、高

齢者が増加するため、むやみにやめるだけで

なく、高齢者の意見を取り入れてバス事業を

推進していただきたいと思います。 

○会長（道家副市長） 

  まさにそういった問題点がありますので、

知恵を出しながら、解決していきたいと思い

ます。 

  その他に、ご意見もないようですので、次

の議案第１号、評価検証業務についてを議題

といたします。事務局より説明をお願いしま

す。 

○事務局（篠田賢人） 

  議案第１号、評価検証業務について説明い

たします。 

  連携計画によって実施中の実証運行につい

て、各バス路線や岐阜バス等が運行している

幹線バスとのネットワークの評価を行い、本

格運行に向けて各種調査を実施して最善策の

検討提案を行うものであります。市域全体の

ネットワーク形成を図るため、対象路線の影

響を考慮して評価方法を検討・策定していき

ます。改善を図り、よりよい交通体系として

いくため、この実証運行の評価検証業務を行

っていきたいと考えております。 

  今回の評価検証業務といたしましては、関

市地域公共交通総合連携計画の事業評価策定

業務として行いたいと思います。そして、業

務の受託者としては、見積り合わせをした結

果、財団法人地域環境研究所となりました。

契約額は、467万2,500円で議案書に記載して

あります。業務内容といたしましては、バス

路線の評価方法の検討、評価基準の検討、バ

ス利用状況データ分析、評価実施でございま

して、本年度の評価検証業務の策定を行って

いただきたいと思います。 

  連携計画の基本方針では、継続的にＰＤＣ

Ａサイクルによって効率的なネットワークを

構築するために改善していくとなっておりま

す。サイクルの中では、評価を公表し、サー

ビス改善しつつ利用促進に繋げていきたいと

考えて、評価の考え方、基準、指標などを整

理していきたいと思います。 

  ３カ年の評価・見直しを行うための評価手

法の検討を行い、本格運行に向けてよりよい

バス交通体系への改善を図ることを目的に実

施していきたいと思います。 

  評価の基本的な考え方ですが、目的として

は、各バス路線及びネットワークの評価を行

い、本格運行に向けてよりよいバス交通体系

の改善を図っていくことと、評価を公表して

いくことによって、バス利用の促進を市民に

提案していくことであります。 

  評価の対象としては、連携計画の対象事業

である関市内の幹線交通と地域内交通として、

市域内のネットワーク形成を図るため、都市

間交通である岐阜関線や長良川鉄道との連携
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も考慮して評価方法を検討していきたいと考

えております。 

  評価の基本方針としましては、連携計画の

事業期間の最終年度である平成23年度に、本

評価を実施するものとし、中間年度は、策定

する評価手法の適用性を検証することを目的

に試験的に実施していきたいと思います。 

  評価の基本的な流れとしては、評価を３カ

年を１サイクルとして中間評価と本評価の２

段階で行います。 

  ２ページには、基本的な評価のチェック事

項のイメージとして記載しており、チェック

項目を整理しております。チェック１として

は、バスの利用状況データを基チェックし、

路線サービスと利用者がどの程度なのかを比

較して数字でもって判断する。バス事業者に

は、欠損補助として公的資金を投入しており

ますが、これの効率性、妥当性の概略がつか

める定量的指標を選定することになっており

ます。チェック２としては、地域特性に応じ

た利用状況をチェックし、採算性だけでは判

断しきれない地域の状況を加味してチェック

を行っていきます。チェック３については、

チェック１、チェック２で基準値を下回るも

のに関して、対策案・改善策の検討を行うこ

とを基本としておりますが、データから導き

出されるものだけでなく、「沿線住民」、

「利用者」、「行政」のそれぞれの立場から

バスの必要性を評価する指標と、次の３年間

に向けた改編案の検討の基礎資料となる指標

を選定していきたいと考えております。 

  下の図では、サービスを維持するもの、路

線は維持することを前提にサービスを見直す

もの、運行形態を直すもの等をチェックして、

存続するのか、または改善が見込まれないも

のは中止・廃止するといった評価を行ってい

くものであります。 

  評価のスケジュールですが、事業期間とし

ては平成21年度から平成23年度まででありま

して、平成21年度については、バス路線の評

価手法の検討を行うものであります。実証運

行開始後の運行期間が短く、利用者の定着が

十分ではないですが、平成21年10月には、福

祉施策である無料運賃制度の廃止を実施して

おるため、東西幹線バスのデータや運賃改定

のデータも含めて評価手法の検討を行ってい

きます。 

  平成22年度については、実証運行のデータ

を利用して、中間評価の実施、評価結果の公

表を行って、平成23年度に行う本評価に繋げ

て行きたいと思います。 

  平成23年度については、事業評価期間の最

終年度となり、実証運行のデータを基に本評

価を行い、平成24年度以降の本格運行開始に

向けた対策案、改善案の検討を行って行きた

いと考えております。 

  ３ページになりますが、評価指標と評価基

準の検討であります。 

  どのような視点で指標を選定して評価を行

い、検討していくかが大変重要でありますが、

連携計画の目標においては、公共交通利用者

の増大、公共交通利用者及び市民の満足度を

向上、中心市街地の交流人口の増加、持続可

能な公共交通サービスの確保の４つを掲げて

おります。 

  この評価検証業務の中では、連携計画の目

標を一つの指標として捉えていきたいと考え

ております。公共交通利用者の増大を例にし

ますと、再編前の市内路線利用者数の８％増

とする、といったものを目標値としてはどう

か、持続可能な公共交通サービスの確保では、

バス交通に対する支援額を平成19年度レベル

で維持するということで、こういった目標値

を設定してどうかという案でございます。 

  この計画の中では、市民に分かりやすく、

利用促進に繋がるような指標とすることによ

って、市民の方に理解していただけると思い

ますし、継続的な評価・改善ができる指標と

していきたいと考えておりますので、皆さま

のご意見を伺いたいと思います。 
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  ４ページの評価指標の選定についてであり

ます。 

  評価指標選定の視点をどのような考え方で

選定したのかを記載したものであります。 

  チェック１では、バスの利用状況や採算性

のデータを基にチェックするものですが、関

市の路線は、利用者少ないところもカバーし

ており、キロ数によって料金が上がっていく

体系ではなく、１区間100円といった区間制

運賃となっておるため、平均乗車密度という

ものは採用せず、どういった指標が市民に分

かりやすく、判断しやすいのかを協議してい

ただきたいと思います。 

  チェック２では、地域特性に応じた利用状

況をチェックするもので、地域特性を容易に

把握できる指標として、バス路線の沿線人口

を用いて、沿線人口に対してバス利用がどの

くらいかを指標として、分かりやすいものと

していきたいと思います。これについては、

利用者数が少ない路線ですので、評価指標を

設定するには難しいですが、ご協議願ってつ

くりあげていきたいと思います。 

  チェック３については、チェック１、チェ

ック２によって基準値を下回る路線に対して、

対策案、改善案の検討を行っていきたいと考

えております。 

  利用者やアンケート調査によってバスの必

要性までを評価していきます。自主運行バス、

シティバスだけでなく、幹線バスや長良川鉄

道との結節性をチェックする視点も必要であ

ると考えております。 

  ５ページ、６ページについてですが、評価

基準の設定についてでございます。 

  先ほどの指標を基に、どのような基準でも

って評価していくのか、ということでござい

ます。 

  チェック１としては、利用者数を基準とい

たしますが、幹線交通については、前年度と

対比できるものがありますので、再編前の利

用者実績を基準値に設定していきたいと思い

ます。地域内運行については、今回の連携計

画にはあげておらず、旧武儀郡地域内におい

てスクールバスや福祉バスを利用して運行し

ているものですので、今回の基準値は設けな

いものとします。関地域内の地域内交通でつ

いては、運行ルートが再編前後では変更点が

ありますし、予約による方法も採用し、運賃

形態も変更となっておりますので、路線単位

での基準値を設定することは困難であります

ので、地域全体の利用者実績を上回ることを

目標に基準値を設定していきたいと考えてお

ります。 

  次に、単位当たり利用者数についてですが、

再編前はすべて定時定路線でいわゆる通常の

バス路線でありましたが、再編後には予約に

よる運行を始めておりますので、定時定路線

とデマンド路線とを区分して基準を設定して

いきたいと考えております。 

  利用者一人当たりの補助額については、バ

スを運行するにあたりまして、市からの欠損

補助を行っておりますが、財政からの支出部

分からもチェックしていこうと考えておりま

す。 

  チェック２の評価基準についてですが、沿

線人口に対する利用者数ということで、市域

全体の実績値を上回ることを目標に基準値を

設定していき、関市の人口、沿線人口と利用

者数でもって検討し、基準値を設定していき

たいと思います。 

  チェック３の評価基準についてですが、再

編前の平成20年度に実施した生活道路交通に

関するアンケート調査や評価検証業務で行う

アンケート調査によって、基準値を設定して

いきたいと思います。 

  評価基準の案を記載しておりますが、西ウ

イングにおいては、１日に191人以上と記載

されております。このような基準を評価検証

業務の中で設定しまして、路線の改善に繋げ

ていきたいというたたき台でございます。 

  大変走って説明しておりますが、今後行う
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評価検証業務を本年度中に策定いたしまして、

中間評価の試行、本評価を行って、平成24年

度の本格運行に繋げて行きたいと思います。 

  以上となりますので、よろしくお願いいた

します。 

○会長（道家副市長） 

  ご苦労さまでした。 

  ただ今説明がありましたが、評価といって

も難しく、学術的、科学的な側面もあります

ので、大変難しいですが、何かご意見、ご質

問がある方はございますか。 

  まずは、竹内先生、伊豆原先生にご意見を

いただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○委員（竹内岐阜大学教授） 

  この評価方法は、運輸局が期待している事

後評価の方法としては、大変よくできている

と思います。 

  私は、この評価方法でいいのだろうかと思

います。実証運行を行い、最終的に路線の廃

止に持ち込むための検証業務に見えてしょう

がないです。実証運行を始めたけれども、お

金がないから廃止にしましょうとなっていっ

てしまうのでないかと思います。２ページの

左側に記載してありますが、存続と廃止とな

っておりますが、廃止がどんどん出てくるこ

とが予想されますので、これでいいのかと思

っております。 

  ３ページには、評価指標と評価基準の検討

に記載されている、持続可能な公共交通サー

ビスの確保とありますが、今回の活性化総合

整備事業の一番の目標は、ここにあると思い

ます。国庫補助は３年間であるが、３年後は

補助なしで市が事業を維持できるようにする

ことであります。それだけではなく、民間か

らの資金調達や利用者による負担増など、あ

らゆるものでもって、持続可能な交通体系が

維持できるかをチェックして、可能であるな

らば、国庫補助なくても維持していくことが

本来の目的であると思います。 

  ３ページには、目標値として1.5億円と出

ておりますが、これ以上お金を出せないなど

とはじめからラインを引きますと補助事業の

意味がなくなると思います。持続可能性をチ

ェックすることは、これで収まるかどうかで

はなく、他からお金を発掘できるかどうかだ

と思います。場合によっては、アイデアを示

さなくてはいけないし、最終的には、議会や

市長の決断でもって、もっとお金が出せれば、

持続可能であると思います。 

  私は、目標値の設定方法はおかしいのでは

ないかと考えております。 

  運輸事業者の立場で、事業としてＰＡＹで

きるかどうかをチェックして、駄目ならやめ

ましょうといったチェックプロセスとなって

いるように思えます。 

  私は、チェック１の前に重要な問題がある

と思います。公共交通の利用増大が目的であ

ると記載されておりますが、利用者が増えな

ければ、これをやる意味はないです。 

  意味はないですが、公共交通利用者がどん

どん増えればいいかといったら、そういう問

題でもないだろうと思います。 

  このままの考えでは、利用が多い場所ばか

りサービスが充実して、利用者が少ない場所

は、サービスはやめましょうという結論にな

ることが目に見ております。 

  今回の交通政策を展開する意義は何かと申

しますと、人数の総数として少ないけれども、

公共交通サービスがないために外出すること

もできない、家族や近所に方の車でしか出か

けることもできなくて、家に閉じこもってい

る老人や子どもたちが活動できるように、活

動機会を与えることができるように、公的資

金を投入して運行しようというものが、本来

の地域公共交通活性化事業の狙いだと思いま

す。 

  公共交通利用者がどれだけ増加したかをチ

ェックする前に、公共交通を利用できなかっ

た人がどれくらい減ったかをチェックするこ
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とが、この計画の一番大切なことであると思

います。今まで公共交通を利用できなかった

人が、今回の施策によって利用できるように

なり、毎日利用する訳ではなく、病院や買い

物をするために、週１回、２回、３回の利用

になるかもしれないが、特に東西ウイングの

方については、病院や買い物などが目的であ

ると思いますので、利用者が目に見えて増え

ないと思います。それでも公共交通施策とし

ては、非常に意味のあることであるので、税

金を投入することに意義があるかどうかをま

ずチェックすることが第１だと思います。 

  今回の実証運行では、公共交通空白区域を

データ化して提出していただくことをお願い

したいと思います。 

○委員（伊豆原名古屋大学教授） 

  私は、評価基準に対してになります。いく

つかのチェック項目が挙げられておりますが、

チェック項目に対して評価をして存続か廃止

かを決定していくわけですが、それぞれのチ

ェック項目は、英語で申しますとＡＮＤなの

かＯＲなのかということであります。こうい

った点をはっきりしておかないと最終的に存

続するか廃止するかの判断に迷いが生じると

思います。片方ではＯＫだけれども、もう一

方では、ＮＧとなった場合、これをどうしよ

うかという問題になるので、ＡＮＤなのかＯ

Ｒなのかを設定する必要があると思います。 

○委員（石井老人クラブ連合会長） 

  現在、アンケート調査を行っていますが、

回収も集まりつつあると思います。 

  しかし、利用者の声を聞くには、実際に路

線バスに乗っていただくことが一番であると

思います。実際に乗れば、乗継が不便な所や

バス停が分かりづらい所などが出てきて、改

善点がはっきりしてくると思いますので、ま

ずは、現場や現況を調査していただきたいと

思います。 

  そして、以前は無料であったものが有料と

なり、100円ではあるが料金が必要になった

ことに対して、年金生活の者にとっては、大

変つらいことであるとご意見をいただいてお

ります。 

  また、パンフレットや地図などをいただい

てはおりますが、お年寄りは読んでもわかり

づらく、理解もできないことが多いため、寄

り合い等の会合においても、出席していただ

いて説明していただきたいと思います。 

○事務局（篠田賢人） 

  以前の話ですが、デマンド運行を取り入れ

た地区に対しては、９月に行われた敬老会に

おいて出席し、説明させていただいた例もあ

ります。そういった機会には、声をかけてい

ただければ、説明に伺いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員（久保女性連絡協議会副会長） 

  私が聞いている意見としては、バスの停留

所に関するものであります。道路の両側にバ

ス停があるため、どちらへ向かうバスなのか

が分かりづらいといった声であります。また、

場所によっては、バス停が目立つ所もありま

すが、どこで待っていればいいのか分からな

いバス停もありますので、なんとかならない

ものかという意見があります。また、先ほど

の話にもありましたが、有料化となったこと

に対してのご意見も多く聞いております。 

○委員（坂井商工会議所副会頭） 

  先ほどから、いろいろな話を聞いておりま

すが、今回、どうして有料化にしたのでしょ

うか。素人感覚で単純ですが、無料にした方

が、利用者の増加が見込めるのではないかと

思います。 

○委員（竹内岐阜大学教授） 

  これに関しては、ある都市の例でございま

すが、有料から無料化にしたところ、実際に

利用者が増加をいたしました。ところが、増

加をしたけど、必要ないのに利用する人まで

が乗車するようになってしまって、本来利用

すべき人、利用したい人が路線バスに乗れな

くなってしまったという状況が生まれてしま
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った例がありました。こういった例からも、

ある程度の利用者負担は必要であると考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（山中自治連会長） 

  私が聞いている意見としては、１日の本数

が増えて非常にうれしいといったことが挙げ

られます。以前は、１日２本であったものが、

１日４本になったことによって、乗継は面倒

だけど便利になったからありがたい、などの

声を聞きました。また、バス停に関しても、

以前より近くとなったため、歩く距離が減っ

てたいへんうれしい、そういった意見を伺っ

ております。 

○会長（道家副市長） 

  委員の皆様、大変貴重なご意見をいただき

まして、誠にありがとうございます。その他

にも、いろいろなご意見を伺っており、これ

から耳にする意見等もあろうかと思いますが、

時間の都合もありますので、このあたりで本

件については、終わりたいと思います。 

  ご意見をいただいた箇所については、再度

事務局、受託者で精査し策定していただくこ

ととさせていただきます。 

  議案第１号 評価検証業務について、ご承

認いただけますでしょうか。 

    （異議なし） 

  ご異議ないものと認めます。議案第２号は

承認されたものといたします。 

  本年度中には、評価手法である指標や評価

基準をまとめることになり、本格運行をより

ものとするため、皆様のお協議を賜りたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で議題の審議を終了いたしました。委

員の皆様、他に何かご発言がございましたら、

お願いいたします。 

    （発言者なし） 

  特にないようでありますので、議長の任を

解かせていただきます。ご協力をありがとう

ございました。 

○事務局（服部企画政策課長） 

  慎重にご審議いただきまして、ありがとう

ございました。続きまして、５のその他でご

ざいますが、事務局から一点ございます。 

  今後のスケジュールでございますが、現在、

国の補助事業であります地域公共交通活性化

再生総合事業の計画事業として取り組んでお

りますが、昨年度も調査事業において事後評

価を行いました。この計画事業においても事

後評価を行い、法定協議会にも図って意思を

反映させることとなっております。 

  実証運行が開始され、評価検証の討議が始

まったばかりという段階での事後評価という

ことで、分かりづらい点もあろうかと存じま

すが、先ほどの実証運行の状況についてご協

議いただいた中で、利用者の方、事業者の方

からいただいたご意見を精査いたしまして、

事後評価を行い、委員の皆さんにお諮りして、

提出させていただきたいと思います。若干の

マイナーチェンジを施しまして、来年度の実

証運行に繋げたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  本日、ご協議いただきました検証業務の内

容を基に、事後評価を作成させていただき、

書面にて委員の皆様に意見を賜りまして、運

輸局に提出させていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

  事務局からは以上でございます。 

  委員の皆様から、事後評価を含め何かござ

いましたらお願いいたします。 

    （発言者なし） 

  特にないようでございますので、以上をも

ちまして活性化協議会を閉会させていただき

ます。 

  本日は、大変お疲れさまでございました。 

 

午後４時15分 閉会 

 


